
○森町建築基準法施行細則 

(趣旨) 

第１条 建築基準法(昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。)の施行につい

ては、建築基準法施行令(昭和２５年政令第３３８号。以下「令」という。)及び建

築基準法施行規則(昭和２５年建設省令第４０号。以下「省令」という。)並びに北

海道建築基準法施行条例(昭和３５年北海道条例第３３号。以下「道条例」という。)

に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。 

(適用範囲) 

第２条 この規則は、法第９７条の２第１項及び第４項の規定により、特定行政庁の

町長及び森町の建築主事又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)が行う事務

及びその事務に伴う建築物又は工作物(以下「建築物」という。)について適用する。 

(建築主事等の所掌事務) 

第３条 建築主事等は、所管区域において次に該当する建築物等の確認及び、これら

の検査(知事の許可を必要とするものを除く。)の事務をつかさどる。 

(1) 法第６条第１項各号に掲げる建築物のうち、次に掲げるもの 

ア 第２号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が３以上であ

るもの、延べ面積が３００メートルを超えるもの及び高さが十１６メートルを

超えるものを除く) 

イ 第３号に掲げる建築物 

(2) 令第１３８条第１項各号に掲げる工作物のうち、次に掲げるもの(前号の建築

物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。) 

ア 高さが１０メートルを超えない煙突 

イ 高さが１０メートルを超えない広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これ

に類するもの 

ウ 高さが３メートルを超えない擁壁 

(工事監理者の表示) 

第４条 建築主は、法第５条の６第１項に規定する工事のうち、建築士法(昭和２５

年法律第２０２号)第３条に規定する工事をする場合は、省令第１１条に規定する

工事現場における確認の表示の様式で定める様式に、工事監理者たる建築士(建築

士法に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士をいう。)の名称、登録番

号及び氏名を表示するものとする。 

(申請書の作成) 

第５条 町長又は建築主事等に提出する確認申請書(計画変更確認申請書を含む。以

下同じ。)、計画通知書(計画変更通知書を含む。以下同じ。)、完了検査申請書、

工事完了通知書、許可申請書又は認定申請書(法第８６条第１項若しくは第２項又

は法第８６条の６第２項の規定に係るものを除く。)は、令第１条第１号に定める

敷地ごとに作成しなければならない。 

(確認申請書等の添付書類) 



第６条 道条例第６条の２の規定の適用を受ける建築物に係る確認申請書又は計画

通知書には、その計画に係る建築物の敷地と崖(高さ２メートルを超えるものに限

る。)との状況を示す断面図(当該崖の形状又は土質についても記載してあるもの)

を添付しなければならない。 

２ 工場又は危険物の貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物の確認申請書又

は計画通知書には、工場・危険物調書(様式第１号)を添付しなければならない。 

３ 法第８６条の７に規定する建築物について、増築又は改築をする場合の確認申請

書又は計画通知書には、既存建築物実態調書(様式第２号)を添付しなければならな

い。 

(磁気ディスク等により手続を行うことができる区域の指定) 

第７条 省令第１１条の３第１項に規定する磁気ディスク等による手続を行うこと

ができる区域は、森町全域とする。 

(添付すべき図書の省略) 

第８条 省令第３条第１項の規定による構造詳細図を添付することとされている工

作物に係る確認申請をする場合において、当該申請に係る設計図書が建築士の作成

したものであり、かつ、当該構造詳細図に示すべき事項を２面以上の断面図に示し

てあるときは、当該構造詳細図の添付を省略することができるものとする。 

(名義変更、取下届及び取りやめ届) 

第９条 許可、認定又は確認を受けた建築主は、法第７条第５項(法第８８条第１項

において準用する場合を含む。)に規定する検査済証の交付を受ける前(応急仮設建

築物及び仮設建築物に係る存続の許可の場合にあっては、その存続期間の満了する

前)にその名義を変更したときは、遅滞なく、新たに建築主となった者と連署の上、

名義変更届出書(様式第３号)を、許可又は認定に係る場合にあっては当該許可又は

認定をした町長に、確認に係る場合にあっては建築主事等に提出しなければならな

い。 

２ 建築主は、許可、認定、指定又は確認を受けようとして提出した申請書を当該許

可等の通知書又は確認済証の交付を受ける前に取り下げるときは、取下届出書(様

式第４号)を、許可、認定又は指定に係る場合にあっては町長に、確認に係る場合

にあっては建築主事等に提出しなければならない。 

３ 建築主は、許可又は確認を受けた行為を取りやめたときは、遅滞なく、取りやめ

届出書(様式第５号)を当該許可又は確認をした町長又は建築主事等に提出しなけ

ればならない。 

４ 第１項又は前項の届出書を提出する場合は、従前の許可通知書又は確認済証を添

付しなければならない。 

(違反建築物の公告) 

第１０条 法第９条第１３項に規定する標識は、建築基準法による命令の公告(様式

第６号)によるものとする。 

(道路の位置の指定の申請等) 



第１１条 法第４２条第１項第５号に規定する道路の位置の指定を受けようとする

場合又は当該指定を受けた道路の位置を変更し、若しくは当該道路を廃止しようと

する場合は、道路の位置の指定(変更・廃止)申請書(様式第７号)正副２通によらな

ければならない。 

２ 前項の規定により指定申請書又は変更申請書を提出した者は、当該申請に係る道

路の位置を砂利敷、石標の埋設、側溝の築造その他のこれらに類する行為により明

らかにした場合は、工事中間報告書(様式第８号)を町長に提出しなければならない 

３ 法第４２条第１項第５号に規定する道路を築造した者は、当該道路の屈曲する箇

所及び両端の両側に断面１０センチメートル角、長さ４５センチメートル以上のコ

ンクリートくい又は石標を埋設してその位置を標示しておかなければならない。た

だし、側溝その他の施設により当該道路の位置が明らかである場合又は当該道路の

土地の状況によりその位置を標示し難い場合は、この限りでない。 

(建築物の建築等に係る許可申請) 

第１２条 法第８５条第３項、第６項、第８７条の３第３項又は第６項の許可を受け

ようとする場合は、許可申請書正副２通に、省令第１条の３第１項の表の明示すべ

き事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面図、２面以上の

立面図及び断面図並びに町長が別に定める書類を添付しなければならない。 

２ 工場又は危険物貯蔵場若しくは処理場の用途に供する建築物に係る許可申請書

には、工場・危険物調書(様式第１号)を添付しなければならない。 

(敷地と道路との関係に係る認定申請) 

第１３条 法第４３条第２項第１号に規定する認定を受けようとする場合は、省令第

１０条の４の２第１項に規定する認定申請書正副２通に、省令第１条の３第１項の

表１の明示すべき事項の欄に掲げる事項を記載した付近見取図、配置図、各階平面

図、２面以上の立面図及び断面図並びに町長が別に定める書類を添付しなければな

らない。 

(許可内容等の変更) 

第１４条 第１２条の許可又は前条、法第８６条第１項、第２項、法第８６条の２第

１項若しくは法第８６条の６第２項の規定による認定を受けた建築物又は工作物

について、当該許可又は認定に係る内容を変更しようとする者は、許可等内容変更

承認申請書(様式第９号)正副２通に、変更前の建築物又は工作物に係る許可又は認

定の通知書及びその変更内容を明らかにした設計図書を添付して当該許可又は認

定をした町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、設計図書の記

載事項に変更がない場合は、当該設計図書の添付を要しない。 

(一定の複数建築物の認定及び認定の取消し) 

第１５条 省令第１０条の１６第１項第３号又は第１０条の２１第１項第２号の規

定による書面は、一定の複数建築物等の認定(の取消し)に関する同意(合意)書(様

式第１０号)によるものとする。 

(不適合建築物等の届出) 



第１６条 既存の建築物(現に工事中のものを含む。)又は当該建築物の部分が用途地

域、高度利用地区、防火地域若しくは準防火地域に関する都市計画法(昭和４３年

法律第１００号)第４条第１項に規定する都市計画の決定又は変更により法第４８

条第１項から第１３項まで、法第５２条第１項若しくは第５項、法第５９条第１項

又は法第６１条若しくは法第６２条第１項の規定に適合しなくなった場合は、当該

建築物の所有者又は管理者は、当該決定又は変更の日(現に工事中の建築物又は建

築物の部分に係る場合にあっては、当該工事の完了の日。以下この項において同

じ。)における当該建築物又は建築物の部分の状況を既存建築物の実態届出書(様式

第１１号)により、当該決定又は変更の日から３０日以内に町長に届けなければな

らない 

(確認済証等交付証明) 

第１７条 法第６条第４項(法第８８条第１項において準用する場合を含む。)又は第

１８条第３項(法第８８条第１項において準用する場合を含む。)の規定に基づく確

認済証の交付、法第７条第５項(法第８８条第１項において準用する場合を含む。)

又は第１８条第１８項(法第８８条第１項において準用する場合を含む。)の規定に

基づく検査済証の交付に関する証明書の交付を受けようとする者は、確認済証等交

付証明申請書(様式第１２号)により、建築主事等に申請しなければならない。 

(台帳記載事項証明) 

第１８条 法第１２条第８項に規定する台帳の記載事項(法第７７条の１８第１項の

指定の効力を失った。若しくは当該指定を取り消された指定確認検査機関が処分を

行った法第６条の２第１項(法第８８条第１項において準用する場合を含む。)の規

定に基づく確認済証の交付、法第７条の２第５項(法第８８条第１項において準用

する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付又は北海道に設置された建築主

事が処分を行った法第６条第４項(法第８８条第１項において準用する場合を含

む。)の規定に基づく確認済証の交付若しくは法第７条第５項(法第８８条第１項に

おいて準用する場合を含む。)の規定に基づく検査済証の交付に関するものに限

る。)を証する書面の交付を受けようとする者は、台帳記載事項証明申請書(様式第

１２号の２)により、町長に申請しなければならない。 

 


